
 

 

消防職員の勤務時間等に関する規程 
 
（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 規 程 は ， 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 規 則 第 １ ３ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き ，

豊 中 市 消 防 職 員 の 勤 務 時 間 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  
 
（ 用 語 の 定 義 ）  
第 ２ 条  こ の 規 程 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は ，

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
( 1 )  条 例 と は ，勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例（ 昭 和 ２ ８ 年

豊 中 市 条 例 第 １ ４ 号 ） を い う 。  
( 2 )  規 則 と は ，勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則（ 昭

和 ２ ８ 年 豊 中 市 規 則 第 １ ３ 号 ） を い う 。  
( 3 )  職 員 と は ， 豊 中 市 消 防 職 員 を い う 。  
( 4 )  所 属 長 と は ， 消 防 本 部 の 課 長 及 び 署 長 を い う 。  
( 5 )  交 替 制 勤 務 職 員 と は ，職 員 の う ち ，消 防 長 又 は 所 属 長 か

ら 一 昼 夜 交 替 勤 務 を 命 ぜ ら れ た 職 員 を い う 。 一 昼 夜 交 替 勤

務 は ， こ れ を 第 １ ， 第 ２ ， 第 ３ に 分 け る 。  
( 6 )  毎 日 勤 務 職 員 と は ，前 号 に 定 め る 職 員 以 外 の 職 員 を い う 。 
( 7 )  交 替 制 勤 務 職 員 の 週 休 日 と は ，交 替 制 勤 務 職 員 の 勤 務 時

間 を 割 り 振 ら な い 日 を い う 。  
( 8 )  １ 当 務 と は ，午 前 ９ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ９ 時 ま で の 交 替 制

勤 務 職 員 の 勤 務 を い う 。  
( 9 )  半 当 務 と は ，午 前 ９ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で 又 は 午 後 ６ 時 か

ら 翌 日 午 前 ９ 時 ま で の 交 替 制 勤 務 職 員 の 勤 務 を い う 。  
 
（ 週 休 日 ）  
第 ３ 条  毎 日 勤 務 職 員 の 週 休 日 は ， 条 例 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 定

め る と こ ろ に よ る 。  



 

 

２  交 替 制 勤 務 職 員 の 週 休 日 は ， 毎 年 ， 別 に 定 め る 勤 務 サ イ ク

ル 表 に よ り 指 定 さ れ た 日 と し ，５ ２ 週 に つ き １ ０ ４ 日 と す る 。 
３  交 替 制 勤 務 者 の 週 休 日 は 原 則 と し て ， 業 務 の 都 合 に よ り や

む を 得 な い 場 合 の ほ か は ， 変 更 す る こ と が 認 め ら れ な い も の

で あ る こ と 。  
４  週 休 日 の 変 更 は ， 指 定 し た 週 休 日 に 正 規 の 勤 務 を 命 じ て 勤

務 を 要 す る 日 と し ， 予 め 他 の 日 を 週 休 日 に 指 定 す る も の で あ

る こ と 。  
 
（ 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 ）  
第 ４ 条  毎 日 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は ， 規 則 別 表 第 １ の 定 め る と

こ ろ に よ る 。  
２  １ 当 務 は ， ２ 日 間 の 勤 務 と す る 。  
３  交 替 制 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 振 り ， 休 憩 時 間 及 び 休 息 時

間 は 次 に よ る 。  
( 1 )  １ 当 務 の 勤 務 時 間 は 規 則 別 表 第 ２ の 定 め る と こ ろ に よ

る も の と し ， 半 当 務 ご と 各 ７ 時 間 ４ ５ 分 と す る 。  
( 2 )  休 憩 時 間 は ，午 後 ０ 時 か ら 午 後 ０ 時 ４ ５ 分 ま で ，午 後 ５

時 １ ５ 分 か ら 午 後 ５ 時 ４ ５ 分 ま で 及 び ７ 時 間 １ ５ 分 の 休 憩

時 間 を あ と の 半 当 務 に 置 く も の と す る 。  
( 3 )  前 項 に 定 め る 休 憩 時 間 に 勤 務 を 割 振 ら れ て い る 者 は ，当

該 時 間 の 直 近 に 休 憩 時 間 を 置 く も の と す る 。  
( 4 )  休 息 時 間 は ，午 後 ０ 時 ４ ５ 分 か ら 午 後 １ 時 ０ ０ 分 ま で 及

び 翌 日 午 前 ５ 時 １ ５ 分 か ら 午 前 ５ 時 ３ ０ 分 ま で （ 指 令 管 制

係 勤 務 者 に つ い て は 翌 日 午 前 ６ 時 １ ５ 分 か ら 午 前 ６ 時 ３ ０

分 ま で と す る 。） お の お の １ ５ 分 間 と す る 。  
( 5 )  前 項 に 定 め る 休 息 時 間 に 受 付 勤 務 等 を 割 振 ら れ て い る

者 は ， 当 該 時 間 の 直 近 に 休 息 時 間 を 置 く こ と が で き る 。  
( 6 )  深 夜 の 勤 務 時 間 は ３ 時 間 ま で と す る 。  
( 7 )  勤 務 時 間 の 割 振 り は 前 各 号 に 定 め る ほ か ，消 防 長 の 承 認

を 得 て 所 属 長 が 定 め る 。  



 

 

（ 休 暇 ）  
第 ５ 条  交 替 制 勤 務 職 員 の 年 次 有 給 休 暇 ， 代 日 休 暇 ， 特 別 休 暇

及 び 介 護 休 暇 は １ 当 務 を ２ 日 と し て 与 え る も の と す る 。 た だ

し ， こ れ に よ り が た い 場 合 に お い て ， 半 当 務 の お お む ね そ の

２ 分 の １ に 相 当 す る と き は ， 半 日 と し て 休 暇 を 与 え る こ と が

で き る 。  
 
（ 特 別 ）  
第 ６ 条  所 属 長 は 警 防 力 の 確 保 ， 行 事 ， 研 修 等 に よ り ， 特 に 必

要 と 認 め る と き は ， 交 替 制 勤 務 職 員 の 正 規 の 勤 務 時 間 の 割 振

り を 振 り 替 え る こ と が で き る 。  

 
（ 委 任 ）  
第 ７ 条  こ の 規 程 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

 
   附  則  （ 平 成 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日  消 防 長 訓 令 第 ４ 号 ）  
 こ の 規 程 は ， 平 成 ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  （ 平 成 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日  消 防 長 訓 令 第 ３ 号 ）  
 こ の 規 程 は ， 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  （ 平 成 ７ 年 ６ 月 １ ８ 日  消 防 長 訓 令 第 ７ 号 ）  
 こ の 規 程 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  （ 平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日  消 防 長 訓 令 第 ６ 号 ）  
 こ の 規 程 は ， 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  （ 平 成 １ ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日  消 防 長 訓 令 第 ２ ５ 号 ） 
 こ の 規 程 は ， 平 成 １ ３ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る  
   附  則  （平成１８年１０月２０日 消防長訓令第１１号） 
  こ の 規 程 は ， 令 達 の 日 か ら 施 行 す る 。  
 


